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１　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
過

芦
屋
市
の
景
観
行
政
は
平
成
８
年
の
「
芦
屋
市
都

市
景
観
条
例
」
の
策
定
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
る
。

阪
神
間
の
各
市
と
比
べ
て
相
当
後
発
で
あ
る
。
芦
屋

市
の
景
観
は
主
に
民
間
主
導
で
形
成
さ
れ
て
き
た
経

過
が
そ
う
し
た
要
因
の
一
つ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
16
年
に
「
景
観
法
」
が

施
行
さ
れ
て
か
ら
様
相
が
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
平
成
18
年
度
に
行
わ
れ
た
国
土
交
通
省
に

よ
る
「
一
般
住
宅
地
等
に
お
け
る
誘
導
型
景
観
地
区

策
定
手
法
に
関
す
る
検
討
調
査
」で
あ
る
。
こ
れ
は
、

景
観
法
制
定
に
伴
い
創
設
さ
れ
た
景
観
地
区
制
度
の

策
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
策
定
手
法
に
つ
い
て
の

検
討
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
般
住
宅
地
等

を
対
象
と
し
て
、
東
は
鎌
倉
市
、
西
は
芦
屋
市
を
対

象
に
検
討
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
を
基
に
平
成
21
年
全

国
で
初
め
て
全
市
を
芦
屋
景
観
地
区
と
し
た
。
そ
の

よ
う
に
し
た
背
景
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
に
あ
る
。

大
き
な
被
害
に
よ
り
多
く
の
建
物
が
一
気
に
建
替
え

ら
れ
た
。
そ
の
中
に
は
芦
屋
市
の
景
観
を
継
承
し
な

い
物
件
が
相
当
数
あ
り
、
こ
の
ま
ま
だ
と
芦
屋
が
芦

屋
で
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
機
感
か

ら
、
何
と
か
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
考
え
か
ら
で
あ
る
。

新
た
に
で
き
た
景
観
地
区
の
認
定
制
度
は
、
建
築

確
認
申
請
と
は
全
く
別
に
、
景
観
の
観
点
か
ら
建
築

行
為
を
ス
ト
ッ
プ
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
強
い
強
制

力
が
あ
る
た
め
、
条
例
に
よ
る
緩
や
か
な
運
用
を

行
っ
て
い
る
阪
神
間
の
自
治
体
で
は
か
え
っ
て
景
観

先進・ユニーク条例【解説】

　芦屋市は、「芦屋市屋外広告物条例」を制
定した（条例第54号として平成27年12月
18日公布、平成28年７月1日施行）。
　看板や広告文字の大きさを制限するほか、
規制色やアクセント色など細かく色彩規制し、
屋上広告物の全面禁止、突出広告を原則禁止
とする。全国一厳しいといわれる京都市の屋
外広告物条例より踏み込んだ内容も多い。

行
政
の
後
退
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、

景
観
法
自
体
の
運
用
を
敬
遠
す
る
自
治
体
が
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
景
観
法
の
策
定
に
関
わ
っ
た
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
会
議
の
委
員
か
ら
、
景
観
法
は
自
治
体
が
や

り
た
い
景
観
施
策
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
構
成
さ
れ

て
お
り
、
危
機
的
な
芦
屋
市
に
と
っ
て
は
、
認
定
制

度
の
活
用
に
よ
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
会
議
の
個
別
指
導

の
実
効
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

改
め
て
こ
れ
ま
で
の
芦
屋
市
の
景
観
行
政
の
取
組

概
要
を
時
系
列
に
示
す
と
次
の
と
お
り
に
な
る
。

一　

芦
屋
市
都
市
景
観
条
例
の
制
定
（
平
成
８
年
10

月
１
日
）

（
１
）
目　

的

市
の
景
観
の
形
成
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
、
緑
ゆ
た
か
な
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
を

芦
屋
市
屋
外
広
告
物
条
例

芦屋市

芦
屋
市
都
市
建
設
部
主
幹
　
東　
　

実
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図
る
た
め
制
定
。

（
２
）
内　

容

条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
市
長
、
市
民
、

事
業
者
及
び
設
計
者
等
の
責
務
に
関
す
る
こ
と
、

景
観
地
区
、
景
観
軸
及
び
景
観
点
の
指
定
に
関
す

る
こ
と
、
景
観
重
要
建
築
物
等
の
指
定
に
関
す
る

こ
と
、
大
規
模
建
築
物
等
の
届
出
等
に
関
す
る
こ

と
、
景
観
市
民
団
体
の
認
定
等
に
関
す
る
こ
と
、

表
彰
及
び
助
成
等
に
関
す
る
こ
と
及
び
芦
屋
市
都

市
景
観
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
を
規
定
。

（
３
）
大
規
模
建
築
物
等
の
届
出
制
度

市
域
全
域
に
お
け
る
高
さ
10
ｍ
以
上
の
建
築
物

等
（
主
に
３
階
以
上
の
マ
ン
シ
ョ
ン
）
及
び
第
１

種
・
第
２
種
低
層
住
居
専
用
地
域
に
お
け
る
大
規

模
な
住
宅
、
大
規
模
な
土
木
工
作
物
に
届
出
を
義

務
付
け
し
、
デ
ザ
イ
ン
や
敷
地
内
緑
化
、
色
彩
に

つ
い
て
指
導
基
準
に
基
づ
き
助
言
、
指
導
。

（
４
）
芦
屋
市
都
市
景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
会
議

芦
屋
市
都
市
景
観
条
例
の
施
行
に
関
し
、
景
観

地
区
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
や
、
大
規
模
建
築

物
等
の
届
出
の
う
ち
、
高
さ
が
15
ｍ
を
超
え
る
建

築
物
等
や
延
べ
面
積
が
２
０
０
０
㎡
を
超
え
る
建

築
物
等
、
景
観
へ
の
影
響
が
大
き
い
建
築
物
等
に

専
門
家
に
よ
る
助
言
又
は
指
導
を
行
う
た
め
に
設

置
。

二　

芦
屋
市
景
観
形
成
基
本
計
画
の
策
定
（
平
成
８

年
11
月
）

市
の
景
観
形
成
に
お
け
る
基
本
理
念
と
施
策
の
方

向
を
示
す
と
と
も
に
、
施
策
の
実
現
の
た
め
の
指
針

と
し
て
の
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
芦
屋
市
都
市

景
観
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
策
定
す
る
。

都
市
景
観
形
成
の
基
本
理
念
、
目
指
す
べ
き
都
市

景
観
形
成
の
目
標
、
都
市
景
観
形
成
の
基
本
的
考
え

方
、
都
市
景
観
特
性
及
び
都
市
景
観
類
型
別
の
計
画

と
し
て
、
自
然
景
観
計
画
、
市
街
地
景
観
計
画
、
景

観
軸
形
成
計
画
、
景
観
点
形
成
計
画
、
都
市
景
観
形

成
の
モ
デ
ル
地
区
の
内
容
を
示
し
、
都
市
景
観
形
成

へ
の
取
組
と
し
て
、
都
市
景
観
行
政
へ
の
展
開
、
公

共
空
間
に
お
け
る
景
観
整
備
事
業
の
推
進
及
び
市
民

等
の
参
加
に
よ
る
都
市
景
観
形
成
の
推
進
等
、
景
観

形
成
に
必
要
な
具
体
的
な
施
策
を
ま
と
め
て
い
る
。

三　

南
芦
屋
浜
景
観
地
区
の
指
定
（
平
成
13
年
８
月

１
日
）

南
芦
屋
浜
は
兵
庫
県
の
「
人
間
サ
イ
ズ
の
ま
ち
づ

く
り
」
の
モ
デ
ル
地
区
に
選
定
さ
れ
、
兵
庫
県
企
業

庁
に
よ
り
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
南
芦
屋

浜
地
区
に
、
ウ
ォ
―
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
を
活
か
し
た
住

宅
・
文
化
・
海
洋
性
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
多

様
な
顔
を
持
つ
ま
ち
と
し
て
景
観
に
配
慮
し
た
海
に

親
し
む
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
た
め
に
芦
屋
市
都
市

景
観
条
例
に
規
定
す
る
景
観
地
区
に
指
定
。

新
し
い
ま
ち
と
し
て
「
国
際
文
化
住
宅
都
市
」
に

ふ
さ
わ
し
い
、
う
る
お
い
と
や
す
ら
ぎ
の
あ
る
ま
ち

を
創
造
し
て
い
く
た
め
、
①
親
水
性
豊
か
な
景
観
を

つ
く
る
、
②
芦
屋
ら
し
い
景
観
を
つ
く
る
、
③
多
様

性
と
調
和
の
あ
る
景
観
を
つ
く
る
、
④
時
間
的
変
遷

に
配
慮
し
た
景
観
を
つ
く
る
、
の
４
つ
を
目
標
と
し

て
い
る
。

四　

芦
屋
景
観
地
区
の
決
定（
平
成
21
年
７
月
１
日
）

デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
等
に
よ
る
開
発
行
為
に
お
い
て
、

景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
会
議
に
お
け
る
協
議
内
容
が
活

か
さ
れ
な
い
実
態
が
あ
る
こ
と
や
、
土
地
の
細
分
化

や
マ
ン
シ
ョ
ン
化
に
よ
り
、
美
し
い
住
宅
景
観
が
失

わ
れ
つ
つ
あ
り
、
優
れ
た
景
観
の
継
承
と
よ
り
魅
力

あ
る
都
市
景
観
の
創
出
が
求
め
ら
れ
る
中
、
こ
れ
ま

で
の
取
組
か
ら
、
自
主
条
例
に
よ
る
指
導
・
助
言
に

よ
る
行
政
指
導
の
成
果
を
評
価
す
る
上
で
、
景
観
誘

導
施
策
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、
景
観
法
で
定
め

る
「
景
観
地
区
制
度
」
を
活
用
す
る
。

こ
れ
ま
で
芦
屋
市
都
市
景
観
条
例
に
基
づ
き
実
施

し
て
き
た
大
規
模
建
築
物
等
の
届
出
制
度
に
お
い

て
、
景
観
誘
導
の
基
準
と
し
て
き
た
「
大
規
模
建
築

物
等
指
導
基
準
」
を
「
景
観
地
区
制
度
」
に
移
行
さ

せ
る
と
と
も
に
、
小
規
模
な
建
築
物
で
も
、
け
ば
け

ば
し
い
色
彩
な
ど
が
景
観
を
損
ね
る
ケ
ー
ス
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
大
規
模
建
築
物
以
外
の
建
築
行
為
に
つ

い
て
も
色
彩
の
基
準
を
定
め
る
。

五　

芦
屋
市
都
市
景
観
条
例
の
全
部
改
正
（
平
成
21

年
７
月
１
日
）

景
観
法
に
基
づ
く
景
観
地
区
の
決
定
に
伴
い
、
①

景
観
地
区
の
決
定
に
関
す
る
事
項
及
び
景
観
地
区
の

先進・ユニーク条例
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認
定
に
係
る
委
任
事
項
、
②
建
築
物
の
認
定
申
請
等

に
関
す
る
事
項
、
③
工
作
物
の
形
態
意
匠
の
制
限
及

び
罰
則
規
定
、
④
景
観
協
議
（
景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

会
議
）
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
条
例
に
基
づ

く
景
観
地
区
を
景
観
形
成
地
区
と
す
る
な
ど
関
係
条

文
を
整
備
す
る
た
め
条
例
を
改
正
。

六　

芦
屋
川
南
特
別
景
観
地
区
の
決
定
（
平
成
22
年

11
月
１
日
）

最
も
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
と
と

も
に
、
芦
屋
市
の
最
も
重
要
な
景
観
を
有
す
る
地
域

で
あ
る
芦
屋
川
沿
岸
地
域
の
個
性
と
風
格
の
あ
る
美

し
い
景
観
を
守
り
、
優
れ
た
景
観
の
創
出
を
実
現
す

る
た
め
、
芦
屋
川
沿
岸
の
う
ち
南
部
地
域
を
景
観
地

区
に
指
定
す
る
。

七　

芦
屋
川
特
別
景
観
地
区
の
決
定
（
平
成
24
年
４

月
１
日
）

既
決
定
の
「
芦
屋
川
南
特
別
景
観
地
区
」
に
芦
屋

川
沿
岸
の
北
部
地
域
を
編
入
し
、
芦
屋
川
沿
岸
の
全

地
域
を
連
続
性
の
あ
る
一
体
の
景
観
地
区
で
あ
る

「
芦
屋
川
特
別
景
観
地
区
」
に
変
更
す
る
。

八　

景
観
行
政
団
体
へ
移
行（
平
成
26
年
４
月
１
日
）

平
成
26
年
２
月
17
日
に
告
示
を
行
い
、
同
年
４
月

１
日
に
景
観
法
に
基
づ
く「
景
観
行
政
団
体
」へ
移
行
。

九　

芦
屋
市
都
市
景
観
条
例
の
一
部
改
正
（
平
成
26

年
４
月
１
日
）

景
観
行
政
団
体
へ
の
移
行
に
伴
い
、
①
景
観
計
画

の
策
定
に
係
る
事
項
、
②
景
観
重
要
建
造
物
及
び
景

観
重
要
樹
木
の
指
定
に
係
る
事
項
を
定
め
る
ほ
か
、

景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
都
市
景
観
審
議
会
の
部
会
と

い
う
位
置
付
け
か
ら
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
専
門
委

員
に
変
更
。

十　

芦
屋
市
景
観
形
成
基
本
計
画
の
改
定
（
平
成
27

年
１
月
）

景
観
計
画
の
策
定
に
伴
い
、
平
成
８
年
に
策
定
し

た
景
観
形
成
基
本
計
画
を
改
定
。
市
の
景
観
形
成
に

お
け
る
基
本
理
念
と
施
策
方
向
に
つ
い
て
大
き
な
変

更
は
な
い
た
め
、
時
点
修
正
程
度
に
と
ど
め
る
。

十
一　

芦
屋
市
景
観
計
画
の
策
定（
平
成
27
年
１
月
、

４
月
１
日
か
ら
効
力
発
生
）

「
美
し
い
芦
屋
を
ま
も
る
・
つ
く
る
・
そ
だ
て
る
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、全
７
章
で
構
成
。
第
１
章
で
は
、

現
在
の
芦
屋
の
景
観
と
こ
れ
ま
で
の
景
観
行
政
に
つ

い
て
記
述
。
第
２
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て

き
た
敷
地
ご
と
の
配
慮
方
針
を
参
考
に
、
各
地
域
に

お
け
る
景
観
特
性
を
ま
と
め
た
。
第
３
章
で
は
、
重

点
地
区
に
お
け
る
建
築
物
に
適
用
さ
れ
る
基
準
を
規

定
。
主
な
規
定
と
し
て
、
景
観
地
区
で
は
規
定
で
き

て
い
な
い
緑
化
に
つ
い
て
定
め
る
。
第
４
章
で
は
、

本
市
の
景
観
行
政
に
お
い
て
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る

３
種
類
の
専
門
機
関
に
つ
い
て
記
述
。第
５
章
で
は
、

景
観
重
要
建
造
物
及
び
景
観
重
要
樹
木
の
指
定
に
係

る
方
針
に
つ
い
て
定
め
る
。
第
６
章
で
は
、
市
民
に

と
っ
て
特
別
な
存
在
で
あ
る
芦
屋
川
を
景
観
重
要
公

共
施
設
に
位
置
付
け
、整
備
に
関
す
る
基
準
を
規
定
。

第
７
章
で
は
、
今
後
の
良
好
な
景
観
の
維
持
と
形
成

に
つ
い
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
記
述
し
た
。

屋
外
広
告
物
条
例
以
前
の
景
観
行
政
は
以
上
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
景
観
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
会
議
に
よ
る
地
域
の
配
慮
方
針
で
あ
る
。
景

観
計
画
に
は
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

配
慮
方
針
は
、（
中
略
）
そ
の
地
域
の
歴
史
や

景
観
の
成
り
立
ち
、
周
辺
の
土
地
利
用
、
残
す
べ

き
景
観
資
源
な
ど
に
つ
い
て
提
示
し
て
き
ま
し
た
。

（
中
略
）
配
慮
方
針
の
積
み
重
ね
を
も
と
に
、
地

域
別
景
観
特
性
に
お
い
て
「
良
好
な
景
観
形
成
の

方
針
」
及
び
「
景
観
形
成
基
準
」
の
考
え
方
を
示

し
て
い
ま
す
。（
中
略
）
事
業
者
は
配
慮
方
針
に

基
づ
き
、
基
準
の
意
味
を
理
解
し
、
地
域
景
観
へ

の
影
響
を
良
好
な
も
の
と
す
る
よ
う
計
画
す
る
責

務
を
有
し
て
い
ま
す
。（
中
略
）
配
慮
方
針
は
、

地
域
の
良
好
な
景
観
形
成
の
方
針
と
し
て
、
実
効

性
の
あ
る
景
観
誘
導
を
行
う
役
目
を
担
い
ま
す
。

過
去
の
同
地
域
の
景
観
特
性
を
参
考
に
し
、
景
観

地
区
に
示
す
基
準
に
合
致
す
る
計
画
と
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
性
的
な
基
準
が

有
機
的
に
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

屋
外
広
告
物
条
例
に
話
を
戻
す
と
、
こ
の
景
観
地

区
決
定
の
手
続
に
お
け
る
審
議
会
な
ど
の
議
論
の
中

で
、
景
観
地
区
の
趣
旨
に
合
わ
せ
て
屋
外
広
告
物
を

規
制
す
べ
き
と
の
意
見
が
出
た
。
当
時
兵
庫
県
の
屋
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外
広
告
物
条
例
を
事
務
委
任
さ
れ
、
交
付
金
を
受
け

施
行
し
て
い
る
芦
屋
市
に
と
っ
て
、
年
４
５
０
０
万

円
と
は
い
え
復
興
に
よ
る
財
政
難
の
下
で
は
踏
み
切

れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
行
財
政
改
革
の

努
力
の
結
果
、
起
債
額
の
半
減
化
な
ど
一
定
の
め
ど

が
立
っ
た
こ
と
を
受
け
、
平
成
26
年
独
自
の
屋
外
広

告
物
条
例
を
策
定
で
き
る
景
観
行
政
団
体
に
な
っ

た
。
そ
の
後
、
平
成
27
年
に
景
観
計
画
の
策
定
を
経

て
平
成
28
年
芦
屋
市
屋
外
広
告
物
条
例
を
施
行
す
る

運
び
と
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
芦
屋
市
民
は
景
観
に
対
す
る
見
識
が
高

い
。
普
通
の
赤
提
灯
で
す
ら
景
観
を
阻
害
し
て
い
る

と
の
苦
情
が
入
る
。
こ
の
よ
う
な
市
民
意
識
に
後
押

し
さ
れ
る
形
で
新
条
例
を
策
定
す
る
運
び
と
な
っ

た
。
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
有
識
者
（
景
観
、
行
政

法
、
広
告
業
界
）、
市
民
代
表
で
構
成
さ
れ
た
「
屋

外
広
告
物
条
例
原
案
策
定
委
員
会
」
を
設
置
し
、
市

内
の
主
だ
っ
た
地
域
の
調
査
資
料
を
基
に
委
員
会
で

議
論
し
た
。

周
辺
景
観
に
な
じ
ま
な
い
広
告
物
を
洗
い
出
す
と

と
も
に
、
先
進
都
市
の
規
制
内
容
も
参
考
に
し
な
が

ら
、
住
宅
都
市
芦
屋
に
と
っ
て
不
合
理
な
も
の
の
整

理
や
新
し
い
考
え
方
も
取
り
入
れ
、
全
方
向
的
な
良

い
と
こ
取
り
の
内
容
と
し
た
。

新
た
な
芦
屋
市
屋
外
広
告
物
条
例
で
は
、
市
内
を

７
つ
の
地
域
に
分
類
し
、
地
域
景
観
に
ふ
さ
わ
し
い

看
板
規
制
と
す
る
こ
と
で
統
一
さ
れ
た
芦
屋
景
観
が

構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
芦
屋
市
の
イ
メ
ー
ジ
を

前
面
に
押
し
出
し
た
看
板
規
制
の
施
策
が
市
民
ニ
ー

ズ
で
あ
り
、
統
一
さ
れ
た
景
観
を
整
え
る
こ
と
が
ひ

い
て
は
芦
屋
市
の
商
工
業
界
に
も
良
い
影
響
を
与
え

る
と
考
え
る
。

市
内
の
全
て
の
地
域
が
同
じ
で
は
な
い
の
は
当
然

で
あ
る
が
、
全
て
が
雑
然
と
し
て
い
な
い
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
は
決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
一
定
の
規

制
を
行
う
こ
と
で
、
景
観
配
慮
に
対
す
る
役
割
を

各
々
が
相
当
分
担
う
こ
と
が
全
体
の
底
上
げ
に
な

り
、
そ
う
い
っ
た
価
値
観
を
共
有
で
き
る
方
が
芦
屋

市
に
来
ら
れ
る
こ
と
で
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
芦

屋
の
景
観
が
ま
す
ま
す
良
く
な
る
ベ
ク
ト
ル
に
作
用

す
る
と
考
え
る
。

２　

条
例
内
容
・
設
計
の
解
説

一　

用
語
の
定
義

広
告
主
、
広
告
物
等
管
理
者
に
加
え
、
広
告
物
等

が
表
示
さ
れ
る
土
地
や
建
築
物
を
管
理
す
る
者
と
し

て
「
施
設
管
理
者
」
を
新
た
に
定
義
す
る
。

二　

責
務

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
責
務
を

明
記
す
る
。

（
１
）
市
の
責
務

啓
発
や
必
要
な
施
策
を
実
施
し
、
良
好
な
景
観

の
形
成
に
お
い
て
先
導
的
な
役
割
を
果
た
す
。

（
２
）
広
告
主
等
の
責
務

条
例
を
遵
守
し
、
良
好
な
景
観
形
成
に
寄
与
す

る
よ
う
努
め
、市
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る
。

（
３
）
市
民
の
責
務

市
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
す
る
。

三　

適
用
除
外　

次
に
掲
げ
る
広
告
物
は
、
条
例
の
適
用
を
一
部
除

外
す
る
。

（
１
）
規
制
内
容
の
適
用
が
除
外
さ
れ
許
可
が
不
要

な
も
の

①　

法
令
の
規
定
に
よ
る
も
の
（
道
路
標
識
、
建

築
基
準
法
に
よ
る
確
認
済
の
看
板
等
）

②　

公
共
広
告
物

③　

公
職
選
挙
法
に
よ
る
選
挙
ポ
ス
タ
ー
等

④　

非
常
災
害
の
た
め
必
要
な
応
急
措
置
に
よ
る

も
の

⑤　

公
益
上
必
要
な
施
設
に
お
け
る
寄
贈
者
名
等

の
う
ち
小
規
模
な
も
の

（
２
）
規
制
内
容
は
適
用
さ
れ
る
が
許
可
が
不
要
な

も
の

①　

自
家
用
広
告
物
及
び
管
理
用
広
告
物
の
う
ち

小
規
模
な
も
の

②　

冠
婚
葬
祭
等
に
よ
る
一
時
的
な
も
の

③　

講
演
会
や
音
楽
会
等
に
よ
る
も
の
で
一
時
的

か
つ
小
規
模
な
も
の

④　

自
動
車
に
表
示
す
る
事
業
者
名
や
店
名
等

⑤　

人
、
動
物
等
に
表
示
す
る
も
の

⑥　

地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
共
掲
示
板
に

先進・ユニーク条例



自治体法務研究 2016・夏◆ 60

表
示
す
る
も
の

⑦　

政
治
活
動
、
宗
教
活
動
、
労
働
運
動
等
、
営

利
を
目
的
と
し
な
い
活
動
の
た
め
に
表
示
す
る

広
告
物
の
う
ち
小
規
模
な
も
の

四　

義
務

主
に
広
告
物
を
掲
出
す
る
立
場
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
果
た
す
べ
き
義
務
を
明
記
す
る
。

（
１
）
管
理
義
務

広
告
主
又
は
広
告
物
等
管
理
者
に
係
る
、
管
理

状
況
に
関
す
る
市
へ
の
報
告
や
、
一
定
規
模
以
上

の
広
告
物
に
つ
い
て
有
資
格
者
に
よ
る
管
理
な

ど
、
広
告
物
を
安
全
に
維
持
管
理
す
る
義
務

（
２
）
調
整
義
務

広
告
主
、
広
告
物
等
管
理
者
、
施
設
管
理
者
が

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
、
全
て
の
広
告
物
が
適

正
に
掲
出
さ
れ
る
よ
う
、
相
互
に
調
整
す
る
義
務

（
３
）
除
却
義
務

広
告
主
又
は
広
告
物
等
管
理
者
に
係
る
、
許
可

期
間
を
過
ぎ
た
も
の
や
不
要
な
広
告
物
に
つ
い

て
、広
告
を
掲
出
す
る
た
め
の
骨
組
み
等
も
含
め
、

速
や
か
に
除
却
す
る
義
務

五　

広
告
物
等
規
制
地
域

こ
れ
ま
で
、
第
１
種
禁
止
地
域
、
第
２
種
禁
止
地

域
、
第
３
種
禁
止
地
域
、
許
可
地
域
の
４
種
類
に
区

分
さ
れ
て
い
た
が
、「
芦
屋
市
景
観
計
画
」に
基
づ
き
、

規
制
エ
リ
ア
を
細
分
化
し
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た

規
制
と
す
る
。
ま
た
、
阪
神
高
速
道
路
の
路
面
高
さ

か
ら
15
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
お
い
て
設
定
さ
れ
て
い

た
第
３
種
禁
止
地
域
は
廃
止
す
る
。

（
１
）
芦
屋
川
特
別
地
域

芦
屋
川
沿
岸
一
帯

（
２
）
南
芦
屋
浜
特
別
地
域

南
芦
屋
浜
全
体

（
３
）
沿
道
沿
岸
特
別
地
域

宮
川
沿
岸
及
び
宮
川
線
沿
道
一
帯
（
国
道
２
号

以
南
は
除
く
。）、
山
手
幹
線
沿
道
一
帯
、
鳴
尾
御

影
線
沿
道
一
帯

（
４
）
広
告
物
誘
導
特
別
地
域

国
道
２
号
沿
道
一
帯
、
国
道
43
号
沿
道
一
帯
、

Ｊ
Ｒ
芦
屋
駅
前
周
辺

（
５
）
山
麓
地
域

市
街
化
調
整
区
域（
現
行
の
第
１
種
禁
止
地
域
）

（
６
）
住
宅
地
域

前
記
を
除
く
１
・
２
低
層
及
び
１
・
２
中
高
層
住

居
専
用
地
域
（
現
行
の
第
２
種
禁
止
地
域
）

（
７
）
複
合
地
域

前
記
を
除
く
１
・
２
住
居
及
び
近
商
・
商
業
地

域
等
（
現
行
の
許
可
地
域
）

さ
ら
に
、（
１
）
～
（
４
）
の
特
別
地
域
は
、
本
市

の
景
観
形
成
に
お
い
て
特
に
重
要
な
地
域
で
あ
る
た

め
、許
可
を
要
す
る
広
告
物
の
規
模
を
引
き
下
げ
る
。

六　

規
制
内
容

（
１
）
屋
上
広
告
等
の
禁
止

屋
上
広
告
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
建
築
物
の
高

さ
を
超
え
て
設

け
る
広
告
物

は
、
市
域
全
域

に
お
い
て
設
置

を
禁
止
す
る
。

屋
上
に
設
置

す
る
広
告
物
は
、
遠
方
か
ら
の
見
え
方
を
考
慮
し

て
、
大
き
な
文
字
や
派
手
な
デ
ザ
イ
ン
に
な
る
場

合
が
多
く
、建
築
物
の
高
さ
に
含
ま
れ
な
い
た
め
、

ス
カ
イ
ラ
イ
ン
を
乱
す
原
因
に
な
る
。

住
宅
都
市
と
し
て
、
比
較
的
規
模
の
小
さ
い
建

築
物
が
多
い
本
市
に
お
い
て
は
、
全
面
的
な
禁
止

が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

（
２
）
壁
面
突
出
広
告
の
原
則
禁
止

建
築
物
の
側
面
に
設
置
さ
れ
る
壁
面
突
出
広
告

は
、
地
面
か
ら
の
高
さ
が
低
く
、
か
つ
片
面
１
㎡

程
度
の
小
規
模
な
も
の
を
除
い
て
、
市
域
全
域
に

お
い
て
設
置
を
禁
止
す
る
。

壁
面
突
出
広
告
は
、
道
路
沿
い
に
設
置
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、

通
り
と
し
て

の
景
観
を
害

す
る
一
因
と

な
る
。
ま
た
、

建
築
物
が
竣

工
し
た
後
に
、

建
築
物
の
躯
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体
に
支
持
を
取
る
形
で
後
付
け
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
た
め
、
建
築
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
阻
害
す
る
こ
と

も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
、
高
い
箇
所
に
設
置
さ

れ
る
も
の
は
維
持
管
理
が
難
し
く
、
経
年
劣
化
に

よ
る
落
下
事
故
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。

本
市
で
は
、壁
面
突
出
広
告
を
大
幅
に
制
限
し
、

景
観
の
向
上
と
安
全
の
確
保
を
目
指
す
。

（
３
）
壁
面
広
告
の
規
制
強
化

壁
面
広
告
の
１
個
当
た
り
面
積
の
上
限
を
設

け
、
設
置
で
き
る
高
さ
を
低
く
す
る
。
さ
ら
に
、

壁
面
積
に
対
す
る
割
合
の
規
制
を
適
用
す
る
に
当

た
っ
て
、
単
に
建
築
物
の
壁
面
積
を
母
数
と
す
る

の
で
は
な
く
、
広
告
主
が
占
用
し
て
い
る
建
築
物

の
壁
面
積
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
店

の
規
模
に
応
じ
た
広
告
と
す
る
。

（
４
）
建
植
広
告
の
規
制
強
化

現
在
は
、
広
告
板
と
広
告
塔
で
規
制
内
容
が
異

な
り
、
か
な
り
大
き
な
も
の
が
掲
出
で
き
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
異
な
る
規
制
を
統
一
し
、

芦
屋
の
ま
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
規
模
に
制
限
す
る
こ

と
と
す
る
。

（
５
）
総
量
規
制
の
強
化

一
部
の
地
域
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
表
示
面
積

の
総
量
規
制
に
つ
い
て
、
現
在
は
１
事
業
所
当
た

り
の
規
制
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
一
団
の
土

地
や
１
建
築
物
当
た
り
の
規
制
と
す
る
。
テ
ナ
ン

ト
ビ
ル
等
、
複
数
の
店
舗
が
存
在
す
る
建
築
物
に

お
い
て
は
、
１
建
築
物
当
た
り
の
広
告
物
の
総
量

が
大
き
く
な
り
、
周
辺
景
観
に
影
響
を
及
ぼ
す
。

な
お
、
看
板
の
個
数
の
上
限
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
通
り
１
事
業
所
当
た
り
と
す
る
。

 

・双方とも広告板の規制（片面２０㎡かつ合計４０㎡）に統一する。 

・地域によっては，高さや面積の上限を小さくする。 

片面 20㎡以内 

合計 40㎡以内 

2面合計 30㎡以内 

全面合計 60㎡以内 

広告板 広告塔 

現行規制 

 

3F

1F

[ 

2F

3F

[ 

1F

[ 

2F

[ 

 

＜現行＞ 

A＋B≦20，C＋D≦20，E≦20 

A～E全体の合計面積は問わない 

店舗ごとに総量規制が適用され

るので，テナントビル等では広告

の量が増える。 

＜新条例案＞ 

A＋B＋C＋D≦20 

 

建築物ごとに総量規制が適用さ

れる。 

   

  
  

    

A B 

C 

E 

D 

例．総量規制 20㎡の地域で 1階～3階にそれぞれ別の店舗が入っているビル 

A 

B C 

D 

 

B 

H 

3F

[ 

1F

[ 

2F

[ 
b 

h 

 

H１ 

3F

[ 

1F

[ 

2F

[ 

 

b 

h 

B 

＜現行＞ 

1 階店舗の広告物 

b×h≦B×H／5 

設置高さ 47ｍ以下 

店舗の規模に比べて広告が過大 

例．1階が店舗，2・3階がマンションである建築物に店舗の広告物を掲出する場合 

＜新条例案＞ 

1 階店舗の広告物 

b×h≦B×H１／5 かつ 5 ㎡以下 

設置高さ 10ｍ以下 

店舗の規模に比べて適正な広告 

※地域によって表示面積や設置高さの上限は変わります。 

先進・ユニーク条例
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（
６
）
色
彩
に
係
る
規
制
強
化

現
在
、
本
市
で
は
、
建
築
物
の
色
彩
に
つ
い
て

厳
し
く
規
制
し
て
お
り
、
派
手
な
色
の
使
用
を
禁

止
し
て
い
る
。
し
か
し
、
広
告
物
の
色
彩
に
係
る

現
行
規
制
は
、
あ
る
程
度
派
手
な
色
遣
い
も
許
容

し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
大
幅
に
見
直
す
。

具
体
的
に
は
、全
面
的
に
使
用
を
禁
止
す
る「
禁

止
色
」、
ポ
イ
ン
ト
的
な
使
用
に
留
め
る
「
ア
ク
セ

ン
ト
色
」、使
用
す
る
面
積
を
制
限
す
る「
規
制
色
」

の
３
種
類
を
地
域
ご
と
に
設
定
し
、
全
て
の
広
告

物
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
芦
屋
の
景
観
に
ふ
さ
わ

し
い
上
品
で
落
ち
着
い
た
広

告
物
の
誘
導
を
図
る
。

一
例
と
し
て
、
芦
屋
川
沿

岸
に
お
け
る
規
制
案
は
色
彩

規
制
図
の
と
お
り
と
な
る
。

（
７
）
文
字
の
大
き
さ
の
制
限

文
字
が
大
き
く
な
り
過
ぎ

る
と
、
全
体
の
デ
ザ
イ
ン
を

損
な
う
だ
け
で
な
く
、
見
る

者
に
圧
迫
感
を
与
え
る
こ
と

が
あ
る
。
１
文
字
当
た
り
の

大
き
さ
を
１
㎡
以
下
に
抑
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
正
な

デ
ザ
イ
ン
の
広
告
物
を
誘
導

す
る
。

（
８
）
そ
の
他
の
広
告
物
の
禁
止

ア
ド
バ
ル
ー
ン
に
よ
る
広
告
は
本
市
の
景
観
に

そ
ぐ
わ
な
い
た
め
、
禁
止
す
る
。
ま
た
、
通
り
の

景
観
を
乱
す
一
因
と
な
る
の
ぼ
り
旗
に
つ
い
て

も
、
一
部
の
地
域
を
除
い
て
禁
止
と
す
る
。

さ
ら
に
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
す
る
も
の
や
ネ
オ
ン

サ
イ
ン
等
に
つ
い
て
も
、
原
則
禁
止
と
す
る
。

七　

基
準
緩
和　

床
面
積
が
１
万
㎡
を
超
え
る
大
規
模
店
舗
等
に
掲

出
す
る
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
内
容
に
よ
る

規
制
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
と
不
合
理
な
結
果
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
範
囲
内
に
お
い
て
基
準
を

緩
和
す
る
。

ま
た
、
そ
れ
以
外
の
広
告
物
に
つ
い
て
も
、
デ
ザ

イ
ン
性
の
高
い
も
の
や
周
囲
の
景
観
の
向
上
に
寄
与

す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
芦
屋
市
景

観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
意
見
を
聴
い
た
う
え
で
、
基
準

を
緩
和
す
る
。

八　

許
可
の
更
新
に
係
る
負
担
軽
減　

一
般
的
に
、
屋
外
広
告
物
の
許
可
に
お
い
て
は
、

適
正
な
維
持
管
理
を
図
る
た
め
、
定
め
ら
れ
た
期
間

ご
と
に
更
新
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
現
行
の
兵

庫
県
条
例
に
お
け
る
許
可
期
間
は
最
長
２
年
と
な
っ

て
い
る
が
、
有
資
格
者
に
よ
っ
て
適
正
に
管
理
さ
れ

て
い
る
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
許
可
期
間
を
３
年
に

   

禁止色：使用禁止 アクセント色：表示面の 1/30以下 規制色：表示面の 1/3以下 

大
安
売
り 

 
 

  

  

セ

ル
中
！ 

 薬   

○○薬局 

【色彩規制図】
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延
長
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

さ
ら
に
、
許
可
時
に
は
別
途
手
数
料
が
必
要
と
な

る
が
、
こ
れ
を
新
規
又
は
変
更
に
係
る
広
告
物
の
み

に
限
定
し
、
更
新
だ
け
で
特
に
変
更
が
な
い
広
告
物

に
つ
い
て
は
、
更
新
時
に
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
措

置
を
検
討
す
る
。

九　

罰
則

（
１
）
50
万
円
以
下
の
罰
金

違
反
広
告
物
に
対
す
る
除
却
等
の
命
令
に
違
反

し
た
者

（
２
）
30
万
円
以
下
の
罰
金

必
要
な
許
可
や
変
更
の
許
可
を
取
得
せ
ず
広
告

物
を
表
示
又
は
設
置
し
た
者
、
基
準
に
適
合
し
な

い
広
告
物
を
表
示
又
は
設
置
し
た
者
等

（
３
）
20
万
円
以
下
の
罰
金

必
要
な
報
告
を
し
な
い
者
、
虚
偽
の
報
告
を
し

た
者
、
立
入
検
査
を
拒
ん
だ
者
等

十　

既
存
の
広
告
物
に
係
る
経
過
措
置

新
条
例
の
施
行
時
に
適
法
に
掲
出
さ
れ
て
い
た
既

存
の
屋
外
広
告
物
の
う
ち
、
新
条
例
の
規
定
に
適
合

し
な
く
な
っ
た
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
施
行

後
３
年
間
（
堅
固
な
も
の
に
つ
い
て
は
５
年
間
）
に

限
り
、
現
行
の
兵
庫
県
条
例
に
よ
る
基
準
を
適
用
し
、

引
き
続
き
掲
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

ま
た
、
そ
の
期
間
内
に
適
正
な
是
正
計
画
書
が
提
出

さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
２
年
間
（
堅
固
な

も
の
に
つ
い
て
は
５
年
間
）延
長
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

十
一　

地
域
に
よ
る
規
制

次
頁
の
図
は
、
市
内
を
７
つ
の
地
域
に
分
け
、
そ

の
地
域
の
景
観
特
性
に
合
っ
た
屋
外
広
告
物
の
在
り

方
を
示
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
は
、
屋
上
広
告
物

の
全
面
禁
止
、
突
出
広
告
の
原
則
禁
止
。
色
彩
規
制

は
、
①
禁
止
色
、
②
ア
ク
セ
ン
ト
色
、
③
規
制
色
の

３
段
階
規
制
、
壁
面
利
用
の
規
制
基
準
を
占
用
部
分

と
す
る
、
建
物
所
有
者
に
調
整
義
務
を
設
け
る
、
を

柱
に
数
値
規
制
を
強
化
し
た
内
容
と
と
も
に
、
禁
止

区
域
で
の
置
き
看
板
の
許
容
や
経
過
措
置
期
間
を
十

分
取
る
と
と
も
に
助
成
制
度
を
設
け
る
な
ど
の
配
慮

を
併
せ
行
っ
て
い
る
。

３　

課
題
と
今
後
の
展
望

建
築
設
計
に
お
い
て
も
、
規
制
が
全
く
な
い
自
由

な
状
態
で
は
設
計
し
に
く
い
と
聞
く
。
一
定
の
規
制

の
元
で
や
っ
と
そ
の
範
囲
で
の
工
夫
が
生
ま
れ
て
く

る
。
芦
屋
市
の
屋
外
広
告
物
も
大
き
さ
や
色
使
い
の

規
制
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
主
張
が
で
き
る
か
と
い

う
工
夫
が
、
上
質
で
洗
練
さ
れ
た
看
板
に
つ
な
が
れ

ば
と
い
う
思
い
が
こ
の
条
例
に
は
あ
る
。
ま
た
、
正

直
者
が
バ
カ
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
ど
れ
だ
け
公
正
な
運
用
が
で
き
る
か
で
こ
の

条
例
の
真
価
が
問
わ
れ
る
。
多
く
の
芦
屋
市
民
が
こ

の
条
例
に
期
待
し
て
お
り
、「
さ
す
が
芦
屋
一
味
違

う
。」「
芦
屋
だ
か
ら
で
き
た
こ
と
だ
。」
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
ほ
し
い
。
条
例
施
行
後
10
年
で
経
過
措

 

新条例施行日 

施行日から 

最長５年後 

施行日から 

最長 10年後 

 

是
正
・
撤
去 

県条例の基準に基づき 

継続して掲出できる 

  

是
正
計
画
の
認
定 

県条例の基準に基づき 
継続して掲出できる 

是
正
・
撤
去 

県条例の基準に基づき 

継続して掲出できる 

  
新条例の基準に 

基づき掲出 

  新条例の基準に

基づき掲出 

先進・ユニーク条例



自治体法務研究 2016・夏◆ 64

置
は
終
了
す
る
。
そ
の
時
点
で
こ
の
条
例
の
成
果
が

出
る
。

景
観
に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
の
阪
神
間
で
、
芦
屋

市
で
の
こ
の
取
組
が
い
く
ら
か
の
参
考
に
な
り
、
阪

神
間
が
と
も
に
発
展
で
き
れ
ば
と
切
に
願
う
。

良
い
も
の
は
連
鎖
反
応
で
良
い
も
の
を
次
々
と
生

み
出
す
。
見
劣
り
す
る
も
の
は
後
発
で
は
で
き
に
く

い
。
芦
屋
市
の
景
観
行
政
は
、
建
物
と
と
も
に
広
告

物
も
、
時
が
経
つ
程
に
良
く
な
っ
て
い
く
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
と
思
う
。
屋
外
広
告
物
条
例
が
景
観
施

策
の
最
終
メ
ニ
ュ
ー
で
あ
る
が
、
一
定
の
成
果
が
で

た
時
点
で
更
な
る
高
み
目
指
し
て
歩
ん
で
い
く
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
芦
屋
市
で
あ
り
、
芦
屋
市
民
で
あ
る
と
思

う
。

【広告物等規制地域図】


